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（説明） 

府中朝日フットボールパークに係る使用料の見直しに伴い、所要の改正を行う

ものであります。 
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   府中市体育施設条例の一部を改正する条例 

 

 府中市体育施設条例（昭和３９年４月府中市条例第１４号）の一部を次のよう

に改正する。 

 別表第４を次のように改める。 

別表第４（第８条） 

 府中朝日フットボールパーク使用料 

名称 区分 使用料 

グラウンド Ａ 全面使用 １時間 ３，０００円 

２分の１使用 １時間 １，５００円 

Ｂ 全面使用 １時間 １，５００円 

２分の１使用 １時間 ７５０円 

４分の１使用 １時間 ３５０円 

クラブハウス クラブルーム １時間 ３５０円 

多目的ルーム 午前９時～正午 ９００円 

正午～午後３時 ９００円 

午後３時～６時 ９００円 

午後６時～９時 １，３００円 

午前９時～午後９時 ３，６００円 

会議室 午前９時～正午 ２００円 

正午～午後３時 ２００円 

午後３時～６時 ２００円 

午後６時～９時 ３００円 

午前９時～午後９時 ８００円 

 備考 

  １ Ａは中学生以下の者で構成される団体以外の団体が使用する場合、Ｂは

中学生以下の者で構成される団体が使用する場合の使用料とする。 

  ２ 会議室の使用料は、クラブハウスにおいてクラブルームとしての使用が

されていない場合に限り、その一部を会議室として使用するときの使用料
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とする。 

 別表第５に次のように加える。 

府中朝日フット

ボールパーク 
１時間 

全面使用 ４，０００円 

２分の１使用 ２，０００円 

   付 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の別表第４及び別表第５の規定（府中朝日フットボー

ルパークに関する部分に限る。）は、令和２年１１月１日以後の使用について適

用する。 


